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第２ 設置又は変更許可申請書の添付書類 

 

１ 設置又は変更の許可申請に係る図書の製本は、概ね次に定める順序に従い編纂するものとする。 

(1) 設置又は変更の許可申請書 

(2) 構造設備明細書 

ア 製造所等別  

イ 20号タンク（屋外、屋内及び地下タンク）  

ウ 給油取扱所等の専用タンク 

(3) 工事の計画書及び工程表 

(4) 委任状 

(5) 承諾書等の写し 

(6) 危険物等データベース登録確認書又は安全データシートの写し（特異な危険物でその代表的なも

のに限る。） 

(7) 計算書 

(8) 機器リスト 

(9) 工程説明書（製造（取扱）設備の概要） 

(10) フロー図 

(11) 特例説明書 

(12) 付近見取図 

(13) 建築物その他の工作物（架構含む。）の配置図 

(14) 機器等の配置図 

(15) 構造図 

ア 建築物、架構、防火塀、隔壁等 

イ タンク類 

ウ 塔槽類 

エ 熱交換器類 

オ ポンプ類 

カ その他設備（機械類、安全装置及び計装機器等） 

キ 基礎、架台及び配管ラック 

ク 防油堤 

ケ その他 

(16) 設備図 

ア 排水設備図 

イ 換気、排出設備図 

ウ 電気設備図（計装設備を除く。） 

エ 接地設備図 

オ 避雷設備図 

カ 消火設備図 

キ 警報設備図 

ク 避難設備図 

ケ 計装設備図 
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コ その他 

(17) 配管図 

(18) 緊急時対策に係る機械器具その他設備 

 

２ 申請書等の作成に関しての留意事項は、次のとおりとする。（H9.3.26 消防危第35号通知） 

 (1) 図書は、原則としてJIS A4とし、左綴りとすること。ただし、A4を超える図書を添付する場合に

ついては、A4に折りたたむこと。◆ 

 (2) 資料枚数が多い場合にあっては、分冊方式を採用し、当該分冊には一体の図書である旨の表示を

すること。◆ 

 (3) 図書の主要な部分には、図書の表題名を記載すること。◆ 

 (4) 図書の記号は、原則としてJISに定めるものを用いること。ただし、規格以外のものを使用する場

合は、凡例を明示すること。◆ 

 (5) 図書の文字は、原則として日本語表示とすること。なお、ローマ字等による省略文字（機器番号

等は除く。）を使用するときは、注意書又は凡例を明示すること。また、国際輸送用積載式移動タン

ク貯蔵所の設置に係る図書については、申請書及び構造設備明細書の内容を示す部分の関係図書は

日本語に翻訳して添付すること。◆ 

 (6) 図面の縮尺は、特に定めのあるもの（設置又は変更の許可申請における特定屋外タンク貯蔵所、

移動タンク貯蔵所及び移送取扱所に係る図面並びに消防用設備に係る添付図面)を除き任意とする

が極度に縮尺する等、文字及び記号等が不明瞭で読み取れないものは避けること。◆ 

 (7) 設備の図面は、製造業者等の発行するカタログ等をもって替えることができる。◆ 

 (8) 添付書類は、設計又は施工のために作成したもの等を活用することができる。 

 (9) 図書（設計図面を除く。）で使用する文字は、黒色とし鉛筆での記載は避けること。◆ 

 (10) 図書（図面）の色別をおこなう場合は次によること。◆ 

ア フロー図、付近見取図、配置図、構造図、設備図について申請範囲がわかりやすいように色別

すること。 

イ 図面ごとに色別区分が異なることがないように、色別は極力一貫性をもたせること。 

 (11) 変更許可申請書には、変更に係る範囲、設備等の位置及び名称又は変更の内容を記載した図書及

び当該変更箇所に係る変更前の図書を添付すること。◆ 

３ 規則第4条又は第5条に規定する許可申請書に添付する位置、構造及び設備の図面等（移動タンク貯

蔵所を除く。）に関しての記載上の留意事項については次のとおりとする。 

（H9.3.26 消防危第35号通知） 

 (1) 構造設備明細書 

ア 20号タンク（屋外、屋内及び地下タンク貯蔵所構造設備明細書） 

製造所又は一般取扱所において、20号タンクを設置又は変更（構造設備明細書中の内容を変更

するものに限る。）する場合は、規則に定める屋外タンク貯蔵所構造設備明細書（様式第4のハ）

、屋内タンク貯蔵所構造設備明細書（様式第4のニ）、又は地下タンク貯蔵所構造設備明細書（様

式第4のホ）のいずれかを添付すること。 

イ 建築物の屋上又は架構に設置する20号タンクは、屋外タンク貯蔵所構造設備明 

細書（様式第4のハ）を用いること。 

ウ 給油取扱所等の専用タンクの構造設備明細書◆ 

給油取扱所又は一般取扱所に地下専用タンクを設置又は変更する場合は、規則に定める地下タ
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ンク貯蔵所構造設備明細書（様式第4のホ）を添付すること。 

エ 構造設備明細書は、タンク1基につき1枚を用いるものとする。 

ただし、設計条件が同一（同形状、同容量等）のタンクについては、共用できるものとする。 

   ◆ 

 (2) 工事の計画書及び工程表 

特定屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の許可申請又は大規模な工事以外は、添付を要しないもの

とする。 

 (3) 委任状 

   委任行為については申請者と代理人（窓口に実際に来庁した人）の間の権利関係行為であり、委

任状等の書類の作成及びその書類への押印・署名を必須とするものではないため、委任行為の確認

ができれば委任状によらなくとも差し支えない。 

 (4) 承諾書等の写し◆ 

土地、建物、工作物等の貸借書等で必要なものを添付する。 

  (5) 危険物等データベース登録確認書又は確認試験結果報告書等の写し（特異な危険物に限る。）特

異な危険物でその代表的なものについては、データベース登録済の確認書の写しを添付すること。

データベースに登録していない危険物については、政令に定める確認試験結果報告書等の写しを添

付すること。 

 (6) 計算書 

計算書は、原則として計算のための諸条件、計算式及び計算結果のみを記載したものとし、次の

うち必要なものを添付すること。 

ア 製造所等の貯蔵又は取扱量の算定書 

イ タンク容量計算書 

屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク、移動貯蔵タンク、簡易タンク、20号タン

ク及び給油取扱所等に係る専用タンク又は廃油タンク等については、タンクの容量計算書を添付

すること。 

ウ タンク板材料の強度検討計算書 

(ｱ) タンクの使用条件が負圧であるタンク◆ 

(ｲ) アルミニウム及びステンレス等、鋼板以外の材料を用いた場合◆ 

(ｳ) その他必要なもの◆ 

エ 屋外貯蔵タンク、屋外20号タンク 

(ｱ) 容量500kL未満のタンク 

ａ 耐震、耐風圧（支柱又は架台型式にあってはその強度等を含む。）計算書（規則第21条） 

ｂ JIS B 8265（圧力容器の構造－一般事項）、JIS B 8266（圧力容器の構造－特定規格）、JIS 

B 8501（鋼製石油貯槽の構造）、JIS B 8502（アルミニウム製貯槽の構造）による構造計算書

◆ 

ｃ 基礎地盤にあっては、建基法に準拠する地震の許容応力度及び基礎ぐい許容支持力に係る

計算書又はタンク荷重により生ずる応力に対して安全であるための計算書（規則第20条の2）

◆  

ｄ 容量100kL未満のタンクについては、b及びcの計算書を省略することができる。 

(ｲ) 容量500kL以上1,000kL未満のタンク 

基礎、地盤、タンク構造（支柱又は架台型式にあっては、その強度等を含む。）計算書（規則
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第20条の3の2及び第20条の4の2） 

(ｳ) 容量1,000kL以上のタンク 

基礎、地盤、タンク構造（支柱又は架台型式にあっては、その強度等を含む。）計算書（規則

第20条の2及び第20条の4）  

オ サイトグラス 

20号タンク又は配管にサイトグラス（のぞき窓）を設ける場合の強度計算書（厚み検討）◆ 

カ 防油堤 

(ｱ) 防油堤容量計算書（告示第4条の2） 

(ｲ) 防油堤の構造（規則第22条第2項第9号）に関する照査荷重その他荷重によって生ずる応力に

係る計算書、許容応力度計算書、地盤支持力計算書、安定に関する計算書 

（S52.11.14 消防危第162号通知） 

キ 架構等の工作物及び危険物配管ラック 

静的震度法又は修正震度法による計算書（H8.10.15 消防危第125号通知）又は建基法に準拠す

る構造計算書（地盤、基礎ぐい計算を含む。） 

ただし、危険物配管ラックについては、耐火の要否を問わず、支柱の高さが1.5mを超えるもの

に限る。（パイプスタンション等小規模なものを除く）。◆ 

ク 塔槽類（高さ6ｍ以上の危険物を取り扱うもので、屋外の地盤面に独立して設置する（自立型式

）ものに限る。）耐震、耐風圧計算書（規則第21条準用）◆ 

ケ 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所の架台 

静的震度法又は修正震度法による計算書（H8.10.15 消防危第125号通知）及び耐風圧計算書（

屋外に存するものに限る。） 

基礎にあっては、建基法に準拠する地震の許容応力度及び基礎ぐい許容支持力に係る計算書◆ 

コ 可燃性蒸気排出設備 

排出設備の換気能力に係る排出量の計算書◆ 

サ 建築物（建基法第6条第1項に規定する建築物）の構造計算書 

建築確認申請書を提出し、又は提出予定で、危険物設置又は変更許可申請書のその他必要な事

項欄に建築確認申請日又は申請予定日を記載した場合は不要とする。◆ 

シ その他必要な計算書◆ 

 (7) 機器リスト◆ 

   製造所、一般取扱所については、当該製造所又は一般取扱所を構成する設備、機器等の一覧を示

した機器リストを添付すること。なお、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所等のポ

ンプ設備等の概要についても、機器リストを活用すること。 

 (8) 工程説明書（製造（取扱）設備の概要）◆ 

製造所、一般取扱所のみとする。ただし、簡易な工程を除く。 

 (9) フロー図◆ 

ア 製造所及び一般取扱所にあっては、原則として、設備又は機器等の名称、工程中の流体名及び

温度、圧力等を調整する制御機構等を記載したエンジニアリングフローシート又はP&IDとするこ

と。なお、危険物の貯蔵又は取扱いが複雑な場合は、ブロックフロー図又は概略フロー図をエン

ジニアリングフローシート又はP&IDの前に添付すること。 

イ 製造所及び一般取扱所以外の製造所等において、複雑な危険物の取扱いがある場合は、アのフ

ロー図を添付すること。 
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(10) 特例説明書 

基準の特例の適用を求める場合は事前に十分協議を行い添付すること。 

 (11) 付近見取図 

ア 製造所等と周囲の保安対象物件の状況を示すこと。 

イ 保安対象物件までの距離が記載されていること。ただし、配置図にそれぞれの保安対象物件か 

らの距離が規定値以上であることが明確な場合は「保安対象物件なし」と記載することで足りる。 

 (12) 建築物その他の工作物（架構含む。）の配置図◆ 

ア 製造所等の位置、建築物その他の工作物の位置、敷地内の高圧ガス施設等の保安対象物件まで

の距離及び保有空地等審査に必要な数値を記載した周囲の状況図とすること。 

イ 建築物又は架構を設置、変更するときは、延焼のおそれのある範囲を図示すること。 

ウ 政令第9条第1項第2号ただし書き、政令第10条第3項、政令第12条第2項、政令第17条第2項、政 

令第18条及び政令第19条第2項の適用を受ける製造所等で製造所等の用に供する部分以外の建築 

物がある場合にあっては、製造所等の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を明示すること。 

エ 屋外タンク貯蔵所については、アのほか、敷地内距離、タンクと防油堤間の距離、タンク間距

離、ポンプ間距離及び周囲の道路（タンクに面する空地）を明示すること。屋外20号タンクにあ

っては、タンクと防油堤間の距離を明示すること。 

オ 屋内タンク貯蔵所については、タンク専用室の壁とタンク間の距離（二以上のタンクを設置す

る場合は、タンク相互間の距離を含む。）を、専用棟以外に設置する場合にあっては、建築物内に

おけるタンク専用室の位置を明示すること。屋内にある20号タンクにあっては、壁体までの距離

を明示すること。 

カ 地下タンク貯蔵所については、隣接建築物又は工作物等の基礎からの距離及び二以上のタンク

を設置する場合は、タンク相互間の距離を明示すること。 

キ 給油取扱所については、次のことを明示すること。 

(ｱ) 隣接する道路の幅員及び周辺の状況 

(ｲ) 事務所その他取扱所の業務を行うために必要な建築物及びキャノピーの概要図 

(ｳ) 給油空地、注油空地、固定給油・注油設備及び附随設備の位置の状況 

ク 移送取扱所については、ポンプ周囲の保有空地及び敷地内の高圧ガス施設等の保安対象物件ま

での距離を明示すること。 

ケ 標識、掲示板の設置位置を記載すること。 

 (13) 機器等の配置図 

製造所等の機器等の配置が記載された配置図とすること。 

なお、製造所等に階層がある場合は、階層ごとの平面図とすること。 

 (14) 構造図 

ア 建築物、架構、防火塀、隔壁等 

(ｱ) 平面図、立面図（2面以上）及び断面図、建築物（架構含む。）にあっては面積表を添付し、

主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根又は階段）の材質等を明示すること。 

なお、主要構造部を耐火構造とし又は不燃材料で造る場合で国土交通大臣の認定を受けたも

のを使用するときは、現場施工によるものを除き、平面図、立面図等に認定番号を記載すれば

別途構造図の添付を要さない。 

(ｲ) 矩計図、仕上表、建具伏及び建具表を添付し、窓及び出入口については、位置、寸法、構造

等を記載すること。 
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なお、窓又は出入口の防火戸等で国土交通大臣の認定を受けたものを使用する場合は、平面

図、立面図等に認定番号を記載することにより、別途構造図の添付は要さない。 

(ｳ) 防火塀、隔壁等にあっては構造図を添付すること。 

イ タンク類◆ 

(ｱ) タンク共通 

ａ 平面図、立面図及び詳細図に、タンクの本体にあっては、寸法、板厚、材質、板取、溶接

方法、ノズル名称及び口径等を、附属品にあっては、材質、寸法及び取付方法等を明示する

こと。 

ｂ 常圧タンクの通気管は、引火防止措置を明示すること。 

ｃ 標準的な構造を有する液面計は、フロー図又はタンク構造図に取付位置、型式及び材質等

を記載することにより別途構造図を省略することができる。 

(ｲ) 屋外貯蔵タンク（屋外20号タンク含む。） 

ａ 放爆構造を明記すること。 

ｂ 支柱の構造（耐火性能等）を記載すること。 

(ｳ) 地下貯蔵タンク（給油取扱所及び一般取扱所の専用タンク等を含む。）◆  

ａ 基礎及びタンク室の構造を明示すること。 

ｂ タンク室を設けない地下タンクにあっては、タンク埋設図にタンク基礎、支柱及び上蓋の

配筋状況並びにタンクバンド、アンカーボルト及び防食施工方法等を明示すること。 

また、支柱にあっては、その太さ及び使用する主筋の断面積計算を付記すること。 

ウ 塔槽類◆ 

平面図、立面図に材質、寸法、設計圧力、設計温度及び取付方法等を明示すること。 

エ 熱交換器類◆ 

平面図、立面図に材質、寸法、設計圧力、設計温度及び取付方法等を明示すること。 

オ ポンプ類 

能力（揚程、仕事量）、寸法、型式及び取付方法等を明示すること。 

カ その他設備（機械類、安全装置及び計装機器等）◆ 

(ｱ) 標準的な型式の安全装置、圧力計、温度計等を使用する場合は、フロー図等に仕様、機能等

を記載することにより別途構造図の添付は要さない。 

(ｲ) Y型ストレーナー、流量計、バルブ類その他これらに類する小規模な機器で、標準的な構造の

ものを使用する場合は、フロー図等に仕様等を記載することにより別途構造図の添付は要さな

い。 

キ 基礎、架台及び配管支持物◆ 

(ｱ) タンク類の基礎は、寸法及び配筋状況を明示すること。 

(ｲ) 架構、大規模な工作物及び移送取扱所のポンプ基礎は、その構造図を添付すること。 

(ｳ) 大規模な機器類（高さ6ｍ以上の危険物を取り扱う機器で、屋外の地盤面に独立して設置す

る自立型式の機器等）以外の小規模な機器等の基礎は、機器リストに機器固定方法を明記した

場合は基礎構造図を省略することができる。 

(ｴ) 製造所等に存する架台は、構造図を添付すること。 

(ｵ) 地上に設置する配管支持物及び配管サポート等は、原則として高さ1.5ｍを超える（移送基

地の構外は1ｍを超える）ものについてその構造図を添付すること。 

(ｶ) 硫黄を貯蔵する場合は、囲い及び固着装置の構造図を添付すること。 
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ク 防油堤◆ 

(ｱ) 容量計算を前提とした寸法を明示した平面図、断面図を添付すること｡ 

(ｲ) RC造の防油堤は、配筋状況を明示すること。 

(ｳ) RC造の防油堤の増設等にあっては、既設防油堤の鉄筋等との接合方法について明示すること。 

(ｴ) 防油堤において目地、階段等を有する場合は、その構造を明示すること。また、防油堤に配

管を貫通させる場合には、その保護措置を明示すること。 

ケ その他◆ 

(ｱ) 危険物以外の物質を貯蔵し、又は取り扱うタンク・機器類等は、機器リスト及び配置図に位

置及び名称等を記載することにより、別途構造図の添付は要さない。 

(ｲ) 機器等を撤去する場合は、機器リスト及び配置図に位置及び名称等を記載することにより、

別途構造図の添付は要さない。 

(15) 設備図 

ア 排水設備図 

(ｱ) 危険物設備に係る地盤面、流れ止め、ためます、水抜きバルブ、油水分離総統の構造及び排

水経路を明示すること。 

(ｲ) 架構内等の排水設備は、一定箇所ごとの断面、構造等の状況を平面図等に記載することによ

り、個々の設備図の添付を省略することができる。 

(ｳ) (ｱ)について、平面図等に位置、機能及び寸法等を記載することにより、当該設備図を省略す

ることができる。 

イ 換気、排出設備図 

建築物に係る換気設備、強制排出設備等の位置及び構造を明示すること。 

ウ 電気設備図（計装設備を除く。） 

(ｱ) 機器リスト及び電気設備図に位置、型式及び防爆構造の種類等を記載することにより、別途

構造図の添付は要さない。電気配線については、配線系統図に構造（施工方法等）を電気設備

図として記載すること。 

(ｲ) 非防爆電気機器等を設置する場合においては、第2章第2節第1 13「電気設備」(2)に定める

危険場所以外であることを明示すること。この場合において、電気設備図への位置の記載のみ

で、別途構造図の添付は要さない。電気配線については、主電源等から危険範囲に至る主配線

のルートのみを記載することとし、その他の電気配線は記載を要さない。 

(ｳ) 給油取扱所の電気設備では、スイッチ、コンセント、モーター等の電気設備の床面からの高

さを明示すること。◆ 

エ 接地設備図 

接地導線の敷設状況、接地極の概要（埋設場所を含む。）、接地工事種別（抵抗値）を記載した

ものとすること。◆ 

オ 避雷設備図 

避雷設備の概要及び対象物が受雷部システムにより包含されている状況図（平面図及び立面図 

）並びに引き下げ導線システムの敷設状況、接地システム等の状況等を記載したものとするこ

と。 

ただし、屋外や屋上等に機器等を設置、移設若しくは変更する場合又は建築物等を設置若しく

は変更する場合等で保護範囲に包含されているか審査上必要な場合のみとする。◆ 
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カ 消火設備図◆ 

(ｱ) 消火設備の設計書 

水槽及び消火薬剤の貯槽等の耐震設計、水源の必要量及びポンプ能力、必要薬剤量及び予備

電源能力等を検討したものとすること。設計書の計算については、計算のための諸条件、計算

式及び計算結果のみを記載したものとする。 

(ｲ) 消火系統図 

他の製造所等と共用する場合は、その範囲を明示すること。 

(ｳ) 配置図 

有効包含範囲を明示すること。ただし、第1種及び第3種の移動式消火設備にあっては、有効

包含範囲のほか防護対象物までの水平距離、加圧送水装置及び原液タンクにあっては、防護対

象物までの水平距離をそれぞれ明示すること。 

(ｴ) 断面図 

第2種消火設備及び第3種消火設備（移動式を除く。）にあっては、取り付け位置を明示するこ

と。 

(ｵ) 構造図 

原液タンク、泡混合器、加圧送水装置、消火栓及び非常電源等の構造を明示すること。 

(ｶ) 配管図 

材質、口径、敷設状況（レベル、配管支持物等）を明示すること。 

(ｷ) 設備図 

非常電源用の電気配線を明示すること。 

キ 警報設備図◆ 

(ｱ) 自動火災報知設備は、平面図、配線系統図及び機器構造図等（発信機、ベル等の包含範囲の

明示を含む。）の設計書を添付すること。 

(ｲ) (ｱ)以外の警報設備は、配置図又は設備図に位置、機能及び防爆構造の種類を記載すること

により別途構造図の添付は要さない。 

ク 避難設備図◆ 

誘導灯の設備構造図、配線系統及び配置状況を明示すること。 

ケ 計装設備図◆ 

フロー図又は計装系統図等に位置、機能及び防爆構造の種類を記載することにより不要とする

ことができる。 

 (16) 配管図（危険物を取り扱う部分に限る。） 

ア 配管図には、製造所等の配管の範囲、材質、口径及び敷設状況（レベル等）を明示すること。  

 ◆ 

イ 地上配管 

配管ルートを配管図等に記載すること。なお、敷設断面、配管支持物（耐火措置を含む。）等に

ついては、一定箇所ごとの断面、構造等の状況を配置図等に記載することにより、別途構造図の

添付を不要とすることができる。 

ウ 地下配管 

配管ルートを配管図等に記載すること。なお、埋設断面、防護構造、腐食防止措置（電気防食

措置の場合にあっては、位置及び構造）は、一定箇所ごとの断面、敷地状況を配置図等に記載す

ることにより、別途構造図の添付を不要とすることができる。 
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エ 電気防食を行う配管は、電気防食に関する施工方法及び計算書を添付すること。◆ 

オ 配管に、昭和56年消防危第20号通知に規定する評定品以外の可とう管継手を設ける場合は、構

造図、強度計算書及び試験成績証明書等の写しを添付すること。ただし、呼径が40A未満の可とう

管継手は、圧力試験成績証明書のみで足りるものとする。なお、評定品の場合は、構造図等を不

要とし、完成検査時に評定証プレートの確認をもって足りるものとする。◆ 

カ 移送取扱所 

(ｱ) 配管相互間の距離（保有空地）を明示すること。 

(ｲ) 配管構造計算書等 

計算のための諸条件、計算式及び計算結果のみを記載したものとすることができる。 

(17) 緊急時対策に係る機械器具その他設備 

温度若しくは圧力の過上昇、流量の急激な変化、停電等による動力源の遮断又は冷却水の不足等の

異常状態の発生に対処するために設置されている設備、装置等に係る系統又は構造を記載したものと

すること。なお、緊急時対策に係る機械器具その他の設備は、フロー図で明示した場合は省略できる

ものとする。 

４ 移動タンク貯蔵所の設置許可申請の添付書類及び編纂順序については、「移動タンク貯蔵所の規制

事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針について」（H9.3.26 消防危第33

号通知）によるほか、次によること。 

(1) 移動タンク貯蔵所の手続に関する事項 

ア 設置又は変更の許可申請 

(ｱ) 移動タンク貯蔵所の許可は、移動貯蔵タンクを固定する一の車両ごとに行うものであること。 

この場合において、被けん引車のけん引車は、一の車両に限られるものでなく、複数の車両

をもって許可できるものであり、また、けん引車の新設及び廃止（増設又は減少）については

、資料の提出を要さない軽微な変更工事として取り扱う。 

(ｲ) 移動タンク貯蔵所の福山消防管内における常置場所の変更に係る変更許可申請は、申請書、

構造設備明細書、許可書の写し、完成検査済証の写し、タンク検査済証（正）の写し、付近見

取図、配置図及び外観三面図のみで足りるものとする。◆ 

イ 完成検査前検査 

完成検査前検査は、福山地区消防組合管理者又は移動貯蔵タンクを製造する場所を管轄する市

町村長等に対し申請すること。 

(ｱ) 水圧検査の方法 

タンクの水圧検査は、各タンク室のマンホール上面まで水を満たし、所定の圧力を加えて行

うこと。この場合において、間仕切を有する移動貯蔵タンクの水圧検査は、タンク室のすべて

に水圧をかけた状態で実施することができる。 

(ｲ) 水圧検査中の変形 

タンクの水圧試験において生じてはならない変形とは、永久変形をいい、加圧中に変形を生

じても圧力を除いた時に加圧前の状態に復するものはここでいう変形に該当しない。 

ウ 完成検査 

(ｱ) 完成検査実施場所 

完成検査は、原則として常置場所において位置の状況を含み実施するものとする。 

(ｲ) 完成検査申請書 

完成検査申請書にタンク検査済証の写しを添付すること。 
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エ 譲渡（又は引渡）を伴う行政庁の異なる常置場所の変更 

(ｱ) 行政庁の異なる常置場所の変更と、移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡を同時に行う場合は、

原則として譲渡引渡届出を変更前の常置場所を管轄する市町村長等（以下「旧行政庁」という

。）に対し先行して行うものであるが、変更許可申請書に譲渡又は引渡を行おうとする者が譲渡

又は引渡を受ける者に対して変更許可手続に係る委任状を添付した場合に限り、直接新行政庁

に対し常置場所の変更許可申請と譲渡引渡届出を同時に行って差し支えない。 

(ｲ) 変更許可申請には、変更前の最新の許可書、これに添付されて返戻された申請図書（常置場

所に係る図書を除く。）、タンク検査済証及び完成検査済証のそれぞれの写しを添付すること。 

(ｳ) 旧行政庁に対して廃止の届出は要しない。 

(ｴ) 新行政庁は、完成検査終了後旧行政庁に「移動タンク貯蔵所変更許可通知書」を送付する。 

  

５ 移送取扱所に係る添付図書（規則第4条第3項第7号及び第5条第3項第7号に規定するものに限る。）

は、工事計画書及び工事工程表並びに規則別表第1の2に掲げる書類とする。なお、規則第4条第3項第

7号及び第5条第3項第7号以外の図書に関しては上記1、2及び3によるものとする。 


